
社
員
の
出
入
り
を
入
札
日

ま
で
は
禁
止
し
、
市
職
員

と
の
接
触
を
避
け
る
よ
う

に
し
、
ま
た
業
者
間
の
接

触
を
避
け
る
よ
う
配
慮
し

た
。

議
員

竣
工
が
十
二
月
二

十
五
日
と
な
っ
て
い
る
が
、

工
期
は
大
丈
夫
か
。

副
市
長

六
月
五
日
入
札
、

十
二
月
二
十
五
日
竣
工
と

い
う
こ
と
で
公
告
し
て
い

る
の
で
、
参
加
業
者
に
は

十
分
理
解
さ
れ
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
。

議
員

予
定
価
格
は
設
計

価
格
に
対
し
て
何
％
か
。

ま
た
諸
経
費
率
は
何
％
か
。

地
元
業
者
を
積
極
的
に

使
う
よ
う
、
市
と
し
て
大

洋
建
設
、
マ
ベ
ッ
ク
共
同

企
業
体
に
要
望
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

市
長

要
請
、
要
望
は

行
っ
て
い
く
。
ま
た
、
予

定
価
格
は
設
計
価
格
に
対

し
、
多
分
二
％
落
ち
の
九

八
％
を
設
定
し
た
と
記
憶

し
て
い
る
。

議
員

予
定
価
格
の
決
め

方
が
甘
い
の
で
は
な
い
か
。

予
定
価
格
と
設
計
価
格
を

ほ
ぼ
同
額
に
設
定
す
る
と
、

い
か
に
一
般
競
争
入
札
を

の
に
、
三
役
の
給
料
、
管

理
職
手
当
の
減
に
つ
い
て

計
上
さ
れ
て
い
な
い
。）

市
長

行
財
政
改
革
の

ト
ー
タ
ル
な
数
値
と
し
て
、

九
月
補
正
予
算
で
お
願
い

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

《

産
業
部
関
係》

議
員

イ
ベ
ン
ト
に
つ
い

て
は
関
係
地
区
だ
け
で
は

な
く
、
神
埼
市
内
全
地
区

に
参
加
を
呼
び
か
け
る
こ

と
は
出
来
な
い
の
か
。

商
工
観
光
課
長

広
報
車

を
利
用
し
て
千
代
田
、
脊

振
地
区
に
広
報
し
全
地
区

に
呼
び
か
け
を
し
た
い
と

思
う
。

議
員

各
祭
り
に
つ
い
て
、

平
成
十
九
年
度
予
算
特
別
委
員
会

〔
六
月
十
九
日
委
員
会
開
催
〕

一
、
議
案
第
四
十
号

〔
全
会
一
致
〕

平
成
十
九
年
度
神
埼
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
に
つ
い
て
。

《
総
務
部
関
係》

議
員

合
併
浄
化
槽
の
管

理
士
資
格
を
持
っ
て
い
て

も
、
公
務
員
（
職
員
）
で

直
営
で
き
る
の
か
、
ま
た

そ
の
場
合
支
払
い
先
は
誰

に
な
る
の
か
。

財
政
課
長

直
営
と
は
職

員
に
委
託
す
る
の
で
は
な

く
、
職
員
を
も
っ
て
業
務

を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

議
員

条
例
案
が
六
月
議

会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
の

に
、
予
算
に
反
映
し
て
い

な
い
の
は
な
ぜ
か
。

選

挙
費
は
計
上
さ
れ
て
い
る

入 札 結 果 表

工 事 番 号 Ｈ19建築第１号
予定価格
(税込み)

357,328,650円

工 事 名（仮称）神埼市立千代田保育園建設工事

入 札 月 日 平成19年６月５日 入札比較価格 340,313,000円

入札決定額 289,380,000円
消費税及び
地方消費税額 13,780,000円

委任状 業者名 第１回 第２回 第３回 備考

◯
林・高森建設
共同企業体

287900177

中野・ニシムラ建
設共同企業体

辞退

◯
栗山・伸晃建
設共同企業体

323000000

◯
上滝・深町建
設共同企業体

287412000

◯
谷口・辻組建
設共同企業体

285900000

◯
牟田・弟子丸建
設共同企業体

288980000

◯
大洋建設・マベッ
ク共同企業体

275600000 落 札

◯
建設センター・丸福
建設共同企業体

287580000

適用 入札指名業者 ８社 入札参加者 ７社

わんぱくまつり

採
用
し
た
と
し
て
も
、
入

札
最
低
価
格
は
高
止
ま
り

に
な
る
。

市
長

予
定
価
格
に
つ
い

て
は
、
公
正
、
適
正
な
工

事
が
施
工
で
き
る
よ
う
、

私
の
裁
量
の
中
で
判
断
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

建
設
部
長

経
費
率
は
二

三
・
五
三
％
で
あ
る
。

議
員

園
児
の
引
越
し
は

い
つ
頃
に
な
る
の
か
。

福
祉
部
長

一
月
下
旬
頃

に
は
可
能
で
は
な
い
か
。

議
員

今
回
落
札
し
た
二

業
者
は
、
過
去
に
保
育
園

建
設
の
実
績
は
あ
る
の
か
。

財
政
課
長

二
業
者
と
も
、

手
元
の
資
料
の
中
で
は
実

績
は
な
い
。

議
員

工
期
も
余
裕
を

持
っ
て
や
ら
な
い
と
、
後

で
手
直
し
な
ど
で
て
く
る

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も

受
注
業
者
が
保
育
園
建
設

の
実
績
が
な
い
の
で
あ
れ

ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

各
委
員
会
で
議
案
ご
と
に
活
発
な
質
疑
、
意
見
及
び
要
望

を
述
べ
、
慎
重
審
議
を
致
し
ま
し
た
。

（
各
委
員
会
質
疑
の
中
か
ら
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
記
載

し
て
い
ま
す
。）
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議
員

減
額
率
は
何
％
か
。

副
市
長

市
長
五
％
、
副

市
長
四
％
で
あ
る
。

議
員

行
財
政
改
革
大
綱

に
つ
い
て
指
標
と
な
る

デ
ー
タ
の
分
析
結
果
を
何

故
議
員
に
示
さ
な
い
の
か
。

副
市
長

四
月
二
十
三
日

臨
時
議
会
で
行
財
政
改
革

大
綱
と
改
革
プ
ラ
ン
を
配

布
し
説
明
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
今
後
の
見
通
し
に

つ
い
て
は
説
明
を
し
て
い

な
い
の
で
説
明
の
機
会
を

総
務
常
任
委
員
会
等
に
お

い
て
設
け
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
。

議
員

報
酬
審
議
会
に
諮

ら
な
く
て
も
よ
い
の
か
。

副
市
長

今
回
は
、
特
例

と
し
て
市
長
の
任
期
期
間

と
し
て
い
る
の
で
必
要
な

い
。

総
務
常
任
委
員
会

〔
六
月
十
八
日
委
員
会
開
催
〕

一
、
議
案
第
三
十
二
号

〔
全
会
一
致
〕

神
埼
市
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
。

議
員

報
酬
の
額
に
関
係

な
く
百
円
ず
つ
下
げ
た
の

か
。
率
で
下
げ
る
の
で
は

な
い
の
か
、
ま
た
こ
れ
は

国
で
決
め
た
の
か
。

総
務
課
長

国
会
議
員
の

選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基

準
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
等
が
三

月
三
十
一
日
に
施
行
さ
れ

た
の
に
伴
い
、
国
よ
り
通

知
が
あ
り
形
成
す
る
も
の

で
あ
る
。

二
、
議
案
第
三
十
四
号

〔
全
会
一
致
〕

神
埼
市
長
等
の
給
料
月

額
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
。

昨
年
か
ら
、
今
年
も
続
け

て
い
き
た
い
と
い
う
意
思

が
あ
っ
た
の
に
当
初
で
予

算
要
求
し
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
。

産
業
部
長

協
議
に
時
間

が
足
り
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の

特
色
を
生
か
し
て
祭
り
を

行
う
と
い
う
こ
と
で
今
回

の
補
正
と
な
っ
た
。

【
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向

上
対
策
事
業
に
つ
い
て
。】

議
員

事
業
費
の
使
途
に

つ
い
て
は
各
集
落
各
々
で

よ
い
の
か
。

農
林
水
産
課
長

各
集
落

の
独
自
性
を
持
っ
た
計
画

な
の
で
異
な
っ
て
い
る
。

期
間
は
五
年
間
で
あ
る
。

議
員

営
農
活
動
が
今
は

大
事
だ
と
思
う
が
、
営
農

活
動
に
申
請
が
少
な
い
の

は
な
ぜ
か
。

農
林
水
産
課
長

減
農
薬
、

減
化
学
肥
料
を
実
施
す
る

に
は
地
区
内
で
の
ま
と
ま

り
が
必
要
で
あ
る
た
め
申

請
に
間
に
合
っ
て
い
な
い
。

自動体外式除細動器（ＡＥＤ)

【
強
い
農
業
づ
く
り
交
付

金
対
策
事
業
に
つ
い
て
。】

議
員

こ
の
事
業
に
参
加

し
て
い
な
い
農
家
へ
の
対

応
は
ど
う
す
る
の
か
。

農
林
水
産
課
長

未
加
入

の
農
家
に
つ
い
て
は
加
入

し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、

自
立
で
き
る
農
家
で
あ
れ

ば
認
定
農
業
者
と
し
て
取

組
ん
で
欲
し
い
。

議
員

姉
七
福
営
農
組
合

以
外
か
ら
の
要
望
は
な

か
っ
た
の
か
。

農
林
水
産
課
長

他
か
ら

の
要
望
は
今
の
と
こ
ろ
な

い
。

《

建
設
部
関
係》

議
員

合
併
浄
化
槽
の
清

掃
後
は
報
告
が
あ
る
の
か
、

現
地
確
認
す
る
の
か
。

市
長

成
果
は
業
者
よ
り

報
告
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

り
現
地
確
認
も
行
っ
て
い

る
。

《

教
育
委
員
会
関
係》

議
員

不
登
校
児
に
対
し
、

原
因
は
様
々
だ
と
思
う
が

そ
の
対
応
は
ど
う
し
て
い

る
の
か
。

学
校
教
育
課
長

適
応
指

導
教
室
で
の
支
援
を
行
い

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

議
員

虐
待
、
暴
力
問
題

に
対
す
る
支
援
は
な
い
の

か
。

学
校
教
育
課
長

学
校
だ

け
で
は
解
決
で
き
な
い
事

態
も
あ
る
た
め
、
行
政
、

民
生
委
員
と
協
力
の
う
え
、

組
織
的
に
対
処
し
た
い
。

議
員

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
県
内
で

の
活
用
が
あ
る
の
か
。
ま

た
リ
ー
ス
の
利
点
が
あ
る

の
か
。

教
育
部
長

活
用
の
実
績

は
県
内
で
は
聞
い
て
い
な

い
。
レ
ン
タ
ル
の
場
合
は
、

五
年
毎
に
新
し
い
機
種
に

更
新
で
き
る
利
点
を
考
慮

し
た
。

議
員

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
が
三
人
し
か
い
な

い
の
は
少
な
い
の
で
は
、

も
っ
と
増
や
せ
な
い
か
。

学
校
教
育
課
長

生
活
支

援
員
を
二
名
配
置
及
び
、

県
の
事
業
で
心
の
支
援
員

が
週
三
日
（
半
日
）
配
置

さ
れ
て
い
る
の
で
、
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
の
連
携

を
取
り
な
が
ら
指
導
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
民
生

委
員
の
協
力
も
得
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

―4―

神埼市議会だより 第5号



6月定例会に出された意見書を紹介します！

『教育予算の拡充』を求める意見書

子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りにとってきわめて重要なことであ

る。現在、児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるように、少人数教育が実施されてい

るが、保護者や子どもたちから大変有益であるとされている。しかし、義務教育費国庫負担金の

負担割合が二分の一から三分の一に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の

状況などから、自治体独自に少人数教育を推進することには限界がある。このため、学校施設な

どを含めて教育条件の地域間格差も拡がりつつある。

一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がすすんでいる。

財政力や保護者の家計の違いによって、子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはな

らない。日本の教育予算は、ＧＤＰ比に占める教育費の割合や教職員数などに見られるように、

ＯＥＣＤ諸国に比べて脆弱であると言わざるを得ない。教育は未来への先行投資であり、子ども

たちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育が受けられる必要がある。そのために

は、教育予算を国全体として、しっかり確保・充実させる必要がある。よって、本議会は政府に

対し「義務教育費国庫負担制度」の本来の趣旨に則り、本制度の堅持及び義務教育費に係わる財

源確保を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

一
、
議
案
第
三
十
三
号

〔
全
会
一
致
〕

神
埼
市
営
住
宅
管
理
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
。

議
員

空
き
部
屋
が
出
来

た
場
合
の
地
区
へ
の
周
知

の
方
法
は
、
ま
た
一
年
間

空
き
が
出
な
か
っ
た
場
合
、

入
居
待
機
者
は
毎
年
募
集

す
る
の
か
。

都
市
計
画
課
長

空
き
が

出
た
場
合
は
、
待
機
者
が

優
先
と
な
る
。
有
効
期
間

は
一
年
な
の
で
、
空
き
が

出
な
か
っ
た
場
合
は
新
た

に
受
付
を
し
て
い
る
。

議
員

市
に
な
っ
て
制
度

が
変
わ
っ
た
な
ら
ば
周
知

を
徹
底
し
て
欲
し
い
。

都
市
計
画
課
長

神
埼
市

広
報
で
お
知
ら
せ
し
て
い

る
。

議
員

老
朽
化
住
宅
に
つ

い
て
は
で
き
れ
ば
払
い
下

げ
を
し
て
欲
し
い
、
そ
う

す
れ
ば
市
の
負
担
が
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
。

副
市
長

基
本
的
に
は
建

替
え
、
廃
止
の
方
法
が
あ

る
の
と
思
う
が
、
払
い
下

げ
が
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
は
払
い
下
げ
を
考
え
て

い
る
。

議
員

家
賃
の
滞
納
に
つ

い
て
は
ど
う
対
処
し
て
い

る
の
か
。

都
市
計
画
課
長

分
納
計

画
を
作
成
し
、
二
班
で
徴

収
に
出
向
く
計
画
で
あ
る
。

二
、
議
案
第
三
十
七
号

〔
全
会
一
致
〕

市
道
路
線
の
認
定
に
つ

い
て
。

議
員

認
定
の
申
請
は
ど

う
い
う
か
た
ち
で
出
さ
れ

た
の
か
。

建
設
課
長

地
区
区
長
さ

ん
か
ら
申
請
が
出
さ
れ
て

い
る
。

議
員

拡
幅
等
を
前
提
と

し
た
認
定
の
場
合
、
用
地

の
確
保
が
で
き
て
か
ら
行

う
の
が
筋
で
は
な
い
の
か
、

後
で
用
地
交
渉
に
職
員
が

出
向
く
の
は
段
取
り
が
悪

い
と
思
う
。

建
設
課
長

地
区
内
の
生

活
道
路
と
い
う
こ
と
で
区

長
さ
ん
を
中
心
に
交
渉
し

て
い
た
だ
き
、
職
員
が
直

接
交
渉
に
出
向
く
こ
と
は

な
い
。

建
設
常
任
委
員
会

〔
六
月
二
十
日
委
員
会
開
催
〕

三
、
議
案
第
三
十
五
号

〔
全
会
一
致
〕

神
埼
市
教
育
委
員
会
教

育
長
の
給
料
月
額
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
。

議
員

減
額
率
は
何
％
か
。

副
市
長

三
％
で
あ
る
。
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